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１．関川村の現状と課題 

１．関川村の概要 
 ① 沿革  昭和29年(1954)８月１日 関川村発足 
 

 ② 位置  新潟市から北東に約60kmに位置し、東側に山形県 
      小国町、北から西にかけては村上市、南側に胎内市 
      が隣接。 
 

 ③ 面積等 面積は299.6㎢。林野が約88％を占め、耕地は約 
      ５％、宅地や0.7％の農山村。中央を流れる荒川とそ 
      の支流沿いに54の集落が点在。 
 

 ④ 世帯人口等（令和4年11月末現在） 
    世帯数 1,848世帯 人口 5,005人 
    高齢化率 約43％     （人口のピークは昭和22年の12,278人） 
 

 ⑤ 産業構造 
    基幹産業は農業。水稲作付面積は約1,000ha。農家数は、 
   この20年の間に半減以下となり約450人。第二次産業従事者 
   約800人、就労の場、種類ともに少なく、若者の大半は村外 
   で就職。第三次産業は人口減少の影響が大きく、商店等は 
   減少、温泉を軸とした観光も低迷している。 

村中心部 
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１．関川村の現状と課題 

２．地域政策課の担当業務（令和４年４月１日新課体制でスタート） 
 
 ① 地域振興全般（職員３名体制） 
    総合計画、総合戦略、過疎対策、人口減少・少子高齢化対策、集落・コミュニティ対策、ふるさと納税、 
    地域公共交通、商工業振興、経済対策、情報発信など 
 
 ② 交流定住施策全般（外部人材２名、職員３名体制） 
    交流人口増加対策、移住定住施策、観光振興、観光施設整備及び管理業務、空き家対策、村有温泉管理、 
    観光協会事務局、資源開発など 
 
 ③ 脱炭素推進（外部人材１名、職員１名体制） 
    脱炭素先行地域、地球温暖化対策、ゼロカーボン施策全般、各種計画策定など 
 
 

３．地域課題 
 

   人口減少による地域活力の低下が大きな課題 
    
   軸となる事業の実施や、計画立案、これまでの事業の見直しなど、広く改善する必要を感じていた。 
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２．なぜ地方創生人材支援制度の活用を考えたのか 

１．必要性の認識 
   様々な課題、地域での話し合い(未来ミーティング)や、内部検討を加える中で、外部か 
  らの目線の必要性だったり、村の常識が外から見たら非常識だったりするのではないかと 
  の疑問が生じてきた。 
   専門知識を有している人、それ以外にも業務経験を村で活かしてくれる人材が必要。 
   事業の有効性、妥当性、必要性を専門的、また外部的観点から判断・評価できる人材が 
  必要と、村長・副村長とも意見一致。 
 
２．行ってきた独自の派遣要請 

【訪問先】 
 
・村と関係性のある企業 
 
・村に事業提案等の実績あ
る企業 
 
 

【提案内容】 
 
・企業版ふるさと納税人材 
 派遣型の活用 
 
・地域活性化企業人制度の 
 活用 
 

【結果】 
 
・具体的な派遣の話までた
どり着けない！！ 
 
 
 
 

どう交渉を進めてよいのか、わからない！！ 
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２．なぜ地方創生人材支援制度の活用を考えたのか 

３．ふと感じた疑問 
 
 ① 村の事業開始の時期は、明確なのか？ 
 
 ② いつから人材が必要なのか、明確なのか？ 
 
 ③ 事業の目的を伝えられているのか？ 
 
 ④ 目的に沿った人材の要請をできていたのか？ 
 
 ⑤ 目的に沿った計画を提示できていたのか？ 
 
 ⑥ 企業側の視点に立った要請ができていたのか？ 
 
 ⑦ 知っている企業以外にどう要請すればいいのか？ 
 
 ⑧ 情報の発信の仕方は間違っていないのか？ 
 
             ・・・・・・・・etc 

たどり着いたのが、 

他の自治体事例で知っていたのに活用しようとし

てこなかった「地方創生人材支援制度」 
 

 ・・・・・この制度に申請しても村に興味を示してくれる企 
     業はないんじゃないか。 
      不安から前向きにとらえていなかった。 
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３．申請にあたって業務内容と派遣希望企業の検討 

１．どの地域課題を解決していくのか！ 
 
   村の未来を見据えた新たな事業！ 
   将来に向けた村の事業改革！ 
    

【決定した人材像】 
  観光活性化の人材 
  脱炭素推進の人材 
  DX推進の人材 

２．決定した人材像に求める業務内容 
 

 ① 観光振興人材・・・・・アフターコロナを見据えた観光分野の活性化のため、今後の方向性を交流人口の増加策 
              と併せて検討し、計画立案し、事業化してもらいたい。観光協会の民営化を見据え、幅 
              広い視点から観光振興全般の見直しをしてもらいたい。 
 

 ② グリーン専門人材・・・（令和４年から制度に組み込まれた人材） 
              第１回脱炭素先行地域に応募した計画実現と村の脱炭素ロードマップ作製、地域再エネ 
              の最大限導入を計画的に進めるための戦略策定、再エネ導入事業の実施運営体制の構築 
              と地域再エネ導入事業の実施を主たる業務として、民間事業者の目線で事業の評価判断 
              をしてもらいたい。 
 

 ③ デジタル人材・・・・・デジタル実行計画の策定と行政デジタル化の仕組みづくりを行うとともに、ICT技術を活 
              用した住民サービスを固定観念にこだわらずに提案してもらいたい。 
 

 ④ 観光人材・・・・・・・観光振興をサポートしながら、村有観光施設等の指定管理を受けている関川村自然環境 
              管理公社の自立に向けた運営体制の見直しを図り、施設運営の面から観光活性化を図っ 
              てもらいたい。 
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３．申請にあたって業務内容と派遣希望企業の検討 

３．申請書に記載する協議希望企業の決定と実際の協議可能企業 
 ① 観光振興人材・・・・・（申請書記載企業）４社 
              （協議希望企業） ４社のうち１社 ＋ ３社 
 

 ② グリーン専門人材・・・（申請書記載企業）４社 
              （協議希望企業） ４社のうち３社 ＋ １社 
 

 ③ デジタル人材・・・・・（申請書記載企業）５社 
              （協議希望企業） ５社のうち２社 ＋ １社 
 

 ④ 観光人材・・・・・・・（申請書記載企業）１社 
              （協議希望企業） １社のうち１社 

Point! 
協議可能希望企業の連絡 

が来たら、すぐに企業担
当者に電話でお礼！ 

次回の打合せ期日も決め
られたらなおよし！ 

【反省点】 
 令和３年12月８日に連絡が入って、お礼の電話だけでも４日もかかってしまった。 
 決まったわけではないけれど、この企業数があれば、すぐに決まると考えてしまった。 
 面談や調整に要する日数や調整事項を甘く見ていた。 
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４．どうやって派遣企業・人材の決定を行ったのか 

１．面談 
 ① 面談は、ほぼオンライン   ※ 直接面談は、１社のみ 
 

 ② ヒアリングシートを準備しておくと便利 
 

 ③ 面談は、30～60分 
 

 ④ 申請時に要望している条件すべてが揃っていると思わず 
  に、必要人材の要件をきちんと伝える。 
 

 ⑤ 全社オンライン協議が完了するまで、継続して協議をお 
  願いした。 
 

 ⑥ 企業側の都合もあるので、協議を行わない企業に対しては、 
  すぐに連絡を入れる。 
 

 ⑦ 最終候補企業の選定を１月中旬に決定。 
 

 ⑧ 派遣候補者の履歴ヒアリング 
 

 ⑨ オンラインによる派遣者本人面談 
   （当村では、村長、副村長、総務課長が面談者） 

Point① 

企業向けヒアリングシー
トは、後で一覧表にして
比較できるように作成す
ると便利。 

Point② 

すでに対象者が決まって
いる企業もあるので、企
業向けと対象者向けのヒ
アリングシートがあると
便利。必須ではありませ
ん。 

Point③ 

要件に行き違いがあり、
オンライン面談まで行き
つかない企業もありまし
た。 
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４．どうやって派遣企業・人材の決定を行ったのか 

２．企業用面談用シート        ３．対象者用比較シート        ４．最終面談シート 
 協定候補企業の比較 

企業名     

企業概要     

主な派遣
実績 

    

特徴     

企業人     

委託費 
（特交措置
560万円） 

    

担当評価     

      

備考     

民間人材派遣 雇用体系等一覧表 

№ 項目 派  遣  者  概  要 

1 業務内容     

2 氏名     

3 年齢     

4 派遣元     

5 派遣期間     

6 常勤非常勤の別     

7 企業人摘要     

8 身分     

9 予算措置     

10 就業規則等     

11 委託料     

12 給与等     

13 赴任・帰任費用     

14 社会保険     

15 住居費用等     

16 通勤費     

17 出勤管理     

18 その他     

19 想定住居地     

20 家族の異動の有無     

  

  令和 年度採用 民間人材派遣面談 評価表   

  
面談者に
関 す る 
事     項 

派遣企業名   実施年月日 令和4年1月28日   

  氏   名   面 談 会 場 関川村役場 応接室   

      面談者氏名     

            

              

  評 定                     

  a・・・優れている  ｂ・・・やや優れている  ｃ・・・普通  ｄ・・・やや劣る  e…劣る   

  
評 定 項  目 着  眼  点 評定段階 

備    考   

  (意見等）   

  

積極性 

意欲 考え方が前向きで、向上心があるか 

a  b  c  d  e   

  

  主体性 若者らしい覇気・活気があるか   

  行動力 自分なりの考え方を持っているか   

    率先して取り組むか   

  

表現力 

協調性 他者の考えや感情に理解があるか 

a  b  c  d  e   

  

  関係構築力 他者と一緒に行動できるか   

    他者と信頼関係が築けるか   

  コミュニ
ケーショ
ン力 

表現力 話の筋道が通っているか 

a  b  c  d  e   

  

  説得力 分かりやすく簡潔に話すことができるか   

    説得力のある話し方ができるか   

  

責任感 

信頼感 何事にも誠実に対応しているか 

a  b  c  d  e   

  

  達成力 職務に対する使命感はあるか   

    自らの行動、決定に責任を持っているか   

    最後まで粘り強く取り組んでいるか   

  

経験学習
力 

課題認識力 課題・状況を的確に認識したか 

a  b  c  d  e   

  

  適用・応用力 
優先(重要）度を明確にして目標・計画
を立てたか 

  

    
自己や他者の経験から学んで行動できる
か 

  

  

自己コン
トロール 

情緒安定性 落ち着き、安定感があるか 

a  b  c  d  e   

  

  自己統制力 ストレス対処力はあるか   

    自己を客観視できるか   

    場に応じた柔軟な行動がとれるか   

  その他       □ 決断力            □ 企画・立案能力 
     

  

  
該当する場合は✓印、判
定に反映させる 

    □ リーダーシップ        □ 倫理観の高さ   

  

判定 

特記事項 適格性   

  Ａ    B    C    D    E   

  適格性の程度                   

  A・・・大いにある  B・・・かなりある  C・・・ある  D・・・劣る  E…ない   

  総合判定（最終判定） 
Ａ (是非採用したい）  B （採用したい）      
C （どちらでもよい）   D （採用したく

ない） 
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４．どうやって派遣企業・人材の決定を行ったのか 

５．最終判断 
 
 ① 企業比較により、村の要望に応えてくれる企業と最終協議を行う。 
 
 ② 派遣対象者本人と事前に面談を行う。 
 
 ③ 最終面談は、村長等が行い、本人の合意を得て、企業との協定締結協議を行う。 

グリーン専門人材の決定 
 
 派遣企業  株式会社イメージワン 
  
 派遣者   粟田敏宏さん 
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５．業務の決定はどのようにやったのか 

１．業務の打合せ 
 
 ① 外部からの派遣を初めて受ける村 
 
 
 ② 初めて取り組む環境施策 
 
 
 ③ 業務の具体的な打合せ 
 
  ・脱炭素先行地域 
 
  ・地球温暖化対策実行計画（区域施策編、事務事業編） 
 
  ・０からのスタート 
 
 
 ④ 届いた各種の事業提案   



13 

６．受け入れにあたっての課題 

１．村の暮らしをどう伝えるのか 
 

 ① 自分の当たり前の暮らしを伝える 
 

 ② 暮らしのギャップを埋める 
 

 ③ アパートがない 
 
 
２．役場側の準備 
 

 ① 整わない準備態勢 
 

 ② 業務を進めるうえで必要なもののヒア 
  リング 
 
 
３．その他 

認識不足 
改めて分かったことは、 
移住定住の施策のほか、他の業務でも 
活かせる点が多い。 
 
わかってくれるだろう！という認識で 
は通用しない。 
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７．労務管理や契約上の注意事項 

１．労務管理、勤務条件等 
 
 ① 協議事項 
  ・期間 
  ・身分 
  ・服務・就業 
  ・休暇の取扱い 
  ・給与等 
  ・赴任時、帰任時の負担 
  ・社会保険 
  ・通勤費用 
  ・出勤状況の報告 
 
 ② 当村になかった制度 
  ・リフレッシュ休暇 
  ・帰省等の手当 
   
 
 

Point! 

自治体の制度内で対応で
きるもの、できないもの 

を区別し、制度にない条
件等については、企業担
当者に率直に相談する。 

条件（案）

常勤

・令和4年4月1日～令和6年3月31日まで（原則有効期限１ケ年）

※但し双方協議により期間延長または短縮の可能性有

　期間満了２ケ月前までに意思表示要

・年次有給休暇、慶弔休暇はどちらの規定により支給するのか。

・リフレッシュ休暇等村の規定にないものは双方協議でよいのか。

住居等 ・住居提供の有無、費用負担については協議

通勤等 ・通勤費提供の有無、費用負担については協議

・派遣対象者の人事評価、人事考課については別途相談、協議。

・年2回の直属上司との面談実施により目標・評価を明確にする。

・村の規則規定にないものはどうするのか。

※　詳細は、双方協議の上定めることとする。

※定期健康診断の実施は、どのように負担するのか。

帰省手当

出勤状況等の報告
・村側では派遣職員の勤務日数、休暇処理状況、時間外勤務等を毎月、翌月の〇〇

日までに企業側に報告するなど、どのようにするのか。

服務・就業
・就業時間・休日・勤務態様などの労働条件について、村の就業規則その他諸規程

に従い服務することでよいのか。

赴任・帰任費用

人材派遣に係る勤務条件等協議事項（案）

項目

派遣期間

身分
①派遣対象者は在籍出向とし、従業員の身分を失わないまま業務に従事する。

②退職扱いで、村の職員として従事する。

有休休暇

給与等

・派遣対象者に対し、給与および賞与を、どちらの規則規定で支払うのか。

・企業側で支払った場合、その負担をいつ村が企業側に支払うのか。

・どういった支給が適切なのか。

その他

社会保険

・派遣対象者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの加入負担はど

うするのか。
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７．労務管理や契約上の注意事項 

２．企業と結ぶ協定書 
 
 ① 事前準備 
  ・実際の受け入れに至るか不明な場合でも、協定書のひな 
  型は準備 
  ・法制執務担当の事前チェックは必須 
  ・人事採用担当部署との事前調整 
   
  
 ② 協定書の締結 
  ・地域活性化企業人制度の活用の有無 
  ・企業側の確認 
 

Point! 

協定締結に向けては、自
治体側のチェックだけで
はなく、企業側の契約担
当部署、法制執務担当部
署のチェックも必要とな
るので、適切かつ柔軟な
対応が必要！！ 

地域活性化企業人制度活
用の場合は、総務省への
確認も必要となるので、
時間的余裕も必要。 

私の反省点 
  採用する事に時間を費やすあまり、いつしか人を採用することが目的になる面がある。 
  本制度利用の場合には、事業課と採用担当課の協力が必要。 
  事業担当課は、事業の目標、目的を常に意識しおく必要がある。 
  → 採用決定で、達成感を得てしまうと、その後の業務に支障あり！！ 
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８．受入れ後の成果 
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８．受入れ後の成果 
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９．その他 

令和４年８月豪雨災害の様子 
 

 昭和42年8月に発災した羽越水害
から55年、またも甚大な水害が発生
し、その災害対応、災害復旧と同時
に、第2回脱炭素先行地域への応募
を行いました。 
 災害復旧での財源確保と同時に、
脱炭素先行地域として財源を確保し
ながら、事業を進めるのは、小さな
村にとっては非常に負担が大きいも
のです。 
 しかし、村の将来、住民の皆さん
の暮らしの豊かさを実現するための
取り組みです。その歩みを止めるこ
となく、事業の実施を行っていきた
いと考えています。 
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